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研究大会に参加して 

 

交通教育 NPO OSCNじてんしゃスクール 

代表 片山 昇 

 
 
主催の全国学校安全教育研究会は、学校教育の中での安全教育推進を目的として 

昭和５１年に創設された。今大会は、３０年ぶりに中学校での開催となり、日本全
国から、約３００名の幼保小・中高の教職員・安全教育関係者の参加があった。 
子どもたちが安全に安心して楽しく学校生活をおくれるように、幼保小中高の安全
教育担当者が、教員が学ぶ機会として本会の位置づけである 

 
特筆すべきは、有識者の講演に加えて、各教室で安全教育についての公開授業が

実施されることである。 
公開授業のテーマは、「交通安全」「災害安全」「生活安全」等の各分野があった。
内容も多岐に渡り、「自転車の交通安全」「防災、減災」「共助」「地震 地域の連
帯」「一次救命」「防災」「交通安全地域マップ」「ファーストエイド」「地震の仕組
み」等。 
 
今回は、中学校での開催だが、校区の近隣小学校と連携し、小学５年生児童が中

学２年生のクラスに入り、「自転車の ながら運転の危険性を校区の小学生に伝えよ
う」というテーマで、中学生が先生役となり、小学生児童に伝える活動を「学級活
動」として行う授業もあった。とても興味深く、参観した。 
中１～中３まで全クラスで取り組まれた「安全教育」に関する授業は、「理科」「英
語」「社会 公民」「道徳」「総合的な学習の時間」「学級活動」「保健体育」と、多領
域で取り組まれ、交通安全も含めて「安全教育」分野の教育には多面的な分野への
理解と知識の学習が必要なことを伺わせる内容で、大変参考になった。 
 
小学校や中学校の教育現場では、増加傾向にある様々な教科や指導との兼ね合い

から、各教科の授業時数も限られていく。その中で、児童生徒の将来の生活にも不
可欠な「安全教育」について、今回の中学校のように、各学年指導計画に５～１０
時間を確保し、その１時間を今回の公開授業とされたことは、私自身、小学校教育
現場経験者、そして交通安全教育実践者としても、現在の日本社会の状況を鑑み、
特筆に値する授業だと感じた。 
 
講演では、元中学校教員の文部科学省総合教育政策局 男女共同参画共生社会学 

習・安全課所属の安全教育調査官 森本晋也氏による「今、求められる学校安全の
充実に向けて」や、山形大学大学院教育実践研究科教授の村山良之氏による「ハザ
ードマップと地形を読む―学校防災の自校化―」、そして、開催校や千葉県安全教
育研究会の研究・実践発表があった。 
 
 いずれの講演や発表も、学校での「安全教育」を推進する上では、「学校」「家
庭」「地域」の連携が不可欠であることや、子どもたちが自ら、危険を予測し、予
防や減災の為に、適切な行動をとれるような教育の在り方を問う内容であった。そ
の上では、教育関係者が当事者意識を忘れずに、児童生徒と共に、常日頃から「各
場面での安全を生み出す行動について考える機会」を創ることの大切さに触れられ
ている内容が多かった。 
 
 この大会に初めて、参加した私にとって、学校教育現場等での交通安全教育に活
かしたい内容が多々あった。その中から主に、聴講した記念講演と、見学した公開
授業ついて、以下に報告する。 
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＜当日の時程＞ ※大会プログラムより抜粋 
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記念講演の要点 

 

   

記念講演「 今、求められる学校安全の充実に向けて 」を聞いて 
（講演者：文部科学省総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課 安全教育調査官 森本 晋也氏） 

 

聴講者としてのまとめ： 片山 昇 

 

※ 講演内容聞き取りと配布資料をもとにまとめ 

 
安全な社会を実現することは、全ての人々が生きる上で最も基本的かつ不可欠

なことである。安全教育は、子どもたちの生涯にわたる安全に関する資質・能力
の基礎を培うものであることに加え、子どもたちが社会人となり、様々な場面で
の活躍を通じて、社会全体の安全意識の向上や安全で安心な社会づくりに寄与さ
れることが期待される。安全教育は、次代の「安全文化」を創造するという意義
も担っている。 
 児童生徒の命を守り、質の高い安全教育を行っていくためには、教職員をはじ
め、家庭や地域住民、教育行政、関係機関の職員が、学校安全の意義や必要性を
理解して取り組んでいくことが必要である。 
具体的には、学校での安全教育は、学校の教育活動全体（各教科内で横断的

に）で、系統的・体系的に織り込まれるよう計画的に取り組むべき教育である。 
また、安全教育の効果を高めるためには、危険予測の演習、視聴覚教材や資料

の活用、地域や校内の安全マップづくり、学外の専門家による指導、避難訓練や
応急手当のような実習、誘拐や傷害などの犯罪から身を守るためにロールプレイ
ングを導入するなど、様々な手法を適宜取り入れ、児童生徒等の安全上の課題に
ついて、自ら考え主体的な行動につながるような工夫が必要だ。 
様々な災害や交通事故、犯罪が生じる現代において、学校・家庭・地域・関係

機関が連携して幼児、児童及びせいとの命を守るとともに、全ての児童生徒等に
安全に関する資質・能力を身に付けることを目指す学校安全の充実が、今、求め
られている。 

 

 

（１）学習指導要領の改訂と「第２次学校安全の推進に関する計画」
について 

 
● 第２次学校安全の推進に関する計画と新学習指導要領について 
 学校保健安全法（第３条）に基づき平成２９年３月２４日に、「第２次学校安全
の推進に関する計画」が閣議決定された。第２次計画において、児童生徒等の
安全を取り巻く状況を踏まえ、目指すべき姿として、次の２点が掲げられた。 

 
① すべての児童生徒等が安全に関する資質・能力を身に付けることをめざす 
② 学校管理下に置ける児童生徒等の事故に関し、死亡事故の発生件数につい

ては限りなくゼロとすることを目指すとともに、負傷・疾病の発生率につ
いては傷害や重度の負傷を伴う事故を中心に減少傾向にすることを目指す 
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この実現のために、５つの推進方策の柱と１２の施策目標を設定し、国・学校設
置者・学校等が具体的取り組みを推進することとされた。 

 
＜５つの推進方策の柱＞ 

           ①学校安全に関する組織的取組の推進 
           ②安全移管する教育の充実 
           ③学校の施設及び設備の整備充実 
           ④学校安全に関する PDCA サイクルの確立を通じた事故等の防止 
           ⑤家庭、地域、関係機関等との連携・協働による学校安全の推進 
 
● 平成２９年の新学習指導要領と、同年の「第２次学校安全の推進に関する計

画」の閣議決定による改訂を受けて、平成３１年３月３１日に、学校安全資料
「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」も改訂された。 
今回の改訂では、「安全教育」について、学校の教科教育の中で、縦糸：内容の系
統性と、横糸：教科横断的な学習、が盛り込まれたので、ぜひ教育現場で生かし
て欲しい。 

 
● 地域での自己肯定感の高い児童の育成が大切 
  Social Support認知の高い子どもは、自分自身の安全についても気を配る傾
向がある。だからこそ、家庭と地域での連携した安全教育が必要。 

「学校が地域をつくり、地域が学校をつくる」という視点が重要。 
 
● 安全教育推進のスケールや評価は、ISS（International Safe School）認証

（一般社団法人日本セーフコミュニティ推進機構）という制度もあるので参考にして
欲しい。 

 

 

※（下図）当日の資料より「安全教育の進め方」について 
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（２）森本氏自身の震災時の中学教員としての経験から 

 
● 岩手県釜石市の中学校に教員として勤務していた際に、防災教育と避難教育を
現実感と緊張感をもって、具体的に「なぜ地震時に津波が発生し、逃げなければ
ならないかのメカニズムを 学ぶような教育を実践していた。３．１１の震災後
に、自発的に避難行動を取れて助かったという話を、中３の女子生徒のヒヤリン
グからわかった。 
この生徒は、理科の時間に直下型地震の状況について具体的に学び、この学びで
の経験値から今回はさらに大きな津波が来ると感じて逃げた。ということであ
る。 
生徒は、その瞬間に以前学習した、大規模な被害をもたらす「プレート境界型の
地震」が発生した、と感じ取ったというのである。これは、教科横断的な教育が
もたらした思考と行動であったと思う。 
 

 ＜同日の講演者 山形大学 村山良之氏による補足＞ 
上述の生徒の言（震災時に感じたこと）「この揺れは、緊急放送されたようなマ

グにチュード６なんてものじゃない。もっと大きなものだ。ということは、もっ
と大きな津波が来るに違いない。だから、逃げなくてはならない。」そして、この
生徒は、高台に避難し一命をとりとめた。 
このような生徒を育てたい。そのためには、「逃げるという避難訓練」だけでは

十分でなく、「地震発生のメカニズムを体験的に学び、どういった状況下で、なぜ
逃げなくてはならないか。」を、教科横断的な多面的で、体験的な学習を通じて、
学ぶ機会を創ることが重要。 
 
 
（３）交通安全教育について 

 
●「交通安全」についても、今回の指導要領の改訂の中で、小中で連携して取り

組まれるべき内容として作られている。言わば、義務教育時期を通じての、教
科指導の縦の系統性が創られたということである。 
 

● 交通安全についても、教科教育を通じて、なぜ危険なのかを考えさせる教育が
大切 

 
● 子どもの飛び出し傾向の事例として 

飛び出し事故原因は、「一度、止まらない」、「進路の左右や死角部分を見よう
としない」。 

      子どもは、死角のある曲がり角等で、見えている部分の進路前方に車などが
確認できなければ、「安全」と錯覚してしまう傾向がある。死角の部分に、
「何かが隠れているかもしれない、乗り物や人が進んでくるかもしれない」
という予測をして考えることができるようになるような、繰り返しの訓練教
育が大切。 

 
● 石田敏郎「交通事故学」（新潮社）より 「そもそも人間にとって、動くもの

の速度や距離の見積もりは苦手である。その上、心理や生理、環境によっても
対応が違ってくる。」時速４ｋｍの歩行者的移動速度の世界で何百万年も生き
てきた人間は、そもそも乗り物の速度の世界に視覚聴覚がついていけない。 
だからこそ、その能力を補うような教育が不可欠である。 
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● 交通事故についても、子どもが被害者となるのは減少傾向ではあるが中１や 

高１では激増傾向である。引き続き、中学生や高校生に交通事故状況のデータ
を用いて教育指導する必要がある  
 

● 安全教育上の指導では、体験的訓練が大切 
  １０歳以下の子どもたちは、安全行動の訓練で、繰り返しの練習こそ大切。 
 また、善悪の区別なしに大人の交通行動を模倣してしまう傾向があり、特に 
小さな子どもは見て、危険や安全を認知する行為の点で未熟である。 

 
 

（４）文科省の学校安全ポータルサイト 
 
 
文部科学省では、学校安全に関する参考資料や様々な情報の一層の活用を促進す
るために、学校安全ポータルサイト「文部科学省×学校安全」を開設・運用して
いる。 
ぜひ、学校安全の充実にお役立ていただきたい。 

 

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/index.html 
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https://anzenkyouiku.mext.go.jp/index.html


 
公開授業指導案の一例 

 

私も参観した教科横断的な視点で展開された当日の公開授業の指導案の１つ 

（当日の配布資料より抜粋。教諭名は伏せてあります） 

 

 

 

 

 
 

 

 
１ 指導のねらい 

 
交通事故による傷害は、人的要因や環境要因などが関わって発生することを、

数学的、科学的な知識及び技能を活用しながら考えることができるようにする。 
また、第３学年理科の内容である力学的エネルギーの学習につなげ、本時の指

導内容の深化を図る。    【知識及び技能・思考力、判断力、表現力等】 
傷害の防止について、危険の予測やその回避の方法を考え、他者や社会に伝え

ようとする意欲や態度が向上させる。     【学びに向かう力、人間性等】 
 
 
２ 学習指導要領との関連 

 
保健体育 保健分野（３）傷害の防止 交通事故の危険予測と回避 

 
 
３ 安全に関する視点 

 
学校、家庭、地域社会において他者や社会の安全に貢献できる生徒の育成を目

指す。これからの学校における安全教育には、主体的に安全文化を構築しようと
する強い意気込みや意欲、行動力をもつ生徒の育成が必要であり、将来、地域社
会で安全文化を守り続ける人材が、事件や事故を限りなく０（ゼロ）に近付ける
ことに大きく貢献すると考える。 
 
 
４ 関連する教科等の内容 
   

小学校算数   「速さ」「変化と関係（比例、反比例）」 
小学校体育   「交通事故の防止」 

  中学校数学   「比例、反比例」「一元一次方程式」 
  中学校理科   「運動とエネルギー」 
  中学校特別活動  学級活動「安全な生活態度や習慣の形成」 
  中学校美術   「交通安全のポスターを作ろう」 
  中学校国語   「交通安全に関わる標語を考えよう」 
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第２学年 保健体育 保健分野【交通安全】 場所 屋外運動場（雨天 体育館） 

自転車の「ながら運転」の危険性を考え、その危険性を伝えよう １ 

                        指導者 主任教諭 ○○ 〇〇 



 

 
 
 
５ 指導計画  ＜１０時間＋１時間（特別活動）＞ 
 
 

時間 学習内容 評価規準 
１ 傷害の発生と要因 傷害，健康に関する資料を見たり，こ

れまでの生活を振り返ったりしながら
学習活動に取り組んでいる。 

２ 交通事故の発生と要因 傷害の発生要因について理解したこと
を言ったり，書き出したりしている。
交通の防止について，課題の解決に向
けての話し合いや意見交換などの学習
活動に意欲的に取り組んでいる。 

３ 
【本時】 

交通事故の危険予測と回避 交通事故の防止について，既習内容や
経験などから比較したり，関係を見付
けたりするなどして，筋道を立ててそ
れらを説明している。 

４ 交通事故防止 交通事故の防止について、危険の予測
やその回避の方法を考え、意欲的に他
者や社会に伝えようとしている。 

５ 犯罪被害の防止 犯罪被害の防止について、その回避の
方法を考え、意欲的に他者や社会に伝
えようとしている。 

６ 自然災害の一次災害と 
二次災害 

自然災害の一次災害と二次災害ににつ
いて理解し、課題解決に向けての話し
合いや意見交換などの学習活動に意欲
的に取り組んでいる。 

７ 自然災害による傷害の防止 自然災害について、その回避の方法を
考え、意欲的に他者や社会に伝えよう
としている。 

８ 応急手当の意義と方法 応急手当の必要性や方法について理解
している。 

９ 心肺蘇生（実技） 心肺蘇生についての知識を身に付ける
とともに、応急手当が必要な場面に遭
遇した時にとるべき行動を選択するこ
とができる。 

１０ 直接圧迫止血法 包帯法 
（実技） 

止血法、包帯法についての知識を身に
付けるとともに、応急手当が必要な場
面に遭遇した時にとるべき行動を選択
することができる。 

関連 （特別活動） 
交通安全啓発活動 

 交通事故から身を守り安全に行動す
るための必要な知識・技能を身に付け
る。社会の一員として学習したことを
積極的に伝える。 

 

 

 

 

 

 

－１０－ 
 



 
６ 本時の展開 
 
（１）ねらい 

交通事故による傷害は、人的要因、環境要因などが関わって発生すること
を体験的に理解する。 
既習内容を活用し、自転車の「ながら運転」の危険性についての課題意識
をもつ。 
 

（２）展開      
 学習活動・学習内容 支援・留意点 ◎評価 

 

 

 

 

導

入 

○生徒が経験した道路歩行中に感じた

自転車の危険について振り返る。 

発問「道路歩行中に感じた自転車の

危険な運転を思い出しましょう。」 

発問「危険な運転のうち、交通事故

の加害者になる可能性の高い場面を

挙げましょう。」 

・危険な運転について個人で振り返りをしてから、

小集団で危険な場面を整理する 

・交通安全教材等を活用し、具体的な場面を提示す

る 

・体験については、運動場又は屋内運動場等で行

う。ラインを引き仮想道路上を走行する 

展 

 

 

 

 

 

 

関

連 

 

 

 

○スマートフォン「ながら運転」の体

験 

○体験によって気付いたことと危険性

についての意見交換 

発問「『ながら運転』をした場合と

そうでない場合の違いを挙げましょ

う。」 

発問「時速１５ｋｍで５秒間、『な

がら運転』した場合に何ｍ進むでし

ょうか、また、その間、どのような

危険があるでしょうか。」 

 

 

 

・進行方向の左右に適切な物体を置いたり人を配置

したりして、「ながら運転」をした場合としない

場合の見え方を比較できるようにする 

・距離の求め方を確認する 

 

 

◎「ながら運転」中は、見えているつもりでも、実

際は見えていないことを様々な例を挙げながら認

識することができている 

ま 

と 

 

 

ま

と

め 

め

め 

○教師による講話 

 ・「ながら運転」時の速さと距離に

触れながら危険性を伝える 

 ・今後、学習するエネルギーに触れ

ながら、運動する物体が自らに及ぼ

すエネルギーと他に与えるエネルギ

ーの影響や危険性を伝える 

 ・今後に行う課題解決に向けた具体

的な取組への意欲をもたせる 

・教科等の学習と関連させる。 

 算数・数学の学びが活用されていることを意識さ

せる。今後の理科の学習に関連させ、走る自転車

がもつ運動エネルギーの大きさについて触れ、そ

の危険性を説明する 

 

◎算数・数学等の教科の学習が活用されていること

について、教科の学習の大切さを述べている。

（ワークシート） 

・「ながら運転」による事故の新聞記事等を活用す

る 

 

（３）期待する生徒の反応 
「ながら運転以外にも、危険な自転車運転はあると思う。自分が事故に遭うだ

けではなく、事故を起こすかもしれない。法律があるから、警察に捕まるからで
はなく、自分や他の人の大切な命を大切にするため、私は危険な自転車運転をし
ないようにする。」 

－１１－ 

なぜ、自転車の「ながら運転」が危険なのだろうか考えよう 

 



          

資料写真 

＜ 研究大会会場の様子 ＞ 

  講演会場（中学校体育館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開授業の様子 ＞ ※生徒の顔が分からないように撮影しています 

          第２学年 保健体育保健分野【交通安全】公開授業 場所：屋外運動場 

          「自転車の ながら運転の危険性を考え、その危険性を伝えよう１」 

             主旨：なぜ、自転車の ながら運転が危険なのかを、運転体験を通じて考える 
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